
第４学期の提出課題は
次の４科目です。

●児童家庭福祉論

●障害者福祉論

●法学

●社会学

提出する科目の答案用紙を使用してください

４科目まとめて郵送してください

封筒が足りない場合は「学習の手引」17ページを
参照のうえ作成してください

継続受講の方は該当科目のみご提出ください

不正な行為＜課題等のインターネットへの掲載等＞について
課題や解答を SNS等インターネットへ無断で掲載することは、固く禁じられています。
インターネットへの掲載等を行った場合は、不正扱いとなりますので、くれぐれもご注意くだ

さい。また、『学習の手引』18ページに記載のとおり、答案は共同で作成せず個人の責任で作っ
ていただくものです。不正答案とならないよう、お取り組みください。
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今回の学習通信
第４学期の答案提出期間の
直前になりました。皆さん
いかがお過ごしでしょうか。
今回の学習通信は…

第４学期テキストおよび設問文の訂正について
第３学期の成績はいつ来るの？
修了テストってどんなもの？
未修了科目がある…どうすれば？

●神奈川県認可通信教育　社会福祉主事資格認定通信課程（民間社会福祉事業職員課程）
●発行・編集　全国社会福祉協議会　中央福祉学院

～余裕をもってご提出を～

●	答案提出期間を設けています。本学習通信を確
認してから投函してください。

●	１月 31日の提出期限（消印有効）を１日でも
過ぎますと、答案の受付はできません。

●	１月31日にポストに投函しても、消印が２月 
1 日以降の日付となっている場合は、受付でき
ません。

●	自己採点用に郵送前に必ずコピーをとり、控え
をお手元に保管してください。答案をコピー機
に置き忘れないようにご注意ください。

●	切手の貼り忘れにご注意ください。

第４学期　答案提出期間
1月1日（土）～1月31日（月）

1 第４学期答案の締切は１月３１日 （月）です。

▲雪につつまれるロフォス湘南



3 第３学期の成績結果の送付について

Point ・	1月25日～2月5日頃に履修状況通知（成績表）を発送します

・	2 月 14日を過ぎても届かない場合は、中央福祉学院（TEL：046ｰ858ｰ1355）までご
連絡ください

2 テキストおよび４学期設問文の訂正等について
4学期「児童家庭福祉論」「障害者福祉論」のテキストおよび「法学」「社会学」学習課題の設問文に、	
下記のとおり誤りがありました。謹んでお詫び申しあげるとともに、下線部を読み替えたうえで	
ご解答くださいますようお願いいたします。またテキストと学習課題の表記に相違がありましたので、
補足説明をいたします。

誤　施設入所者については、厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成 27年）
正　施設入所者については、厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成 30年）

「障害者福祉論」テキスト p101 わが国における障害者実態調査の状況 の下から4～ 5行目

誤　母子保健型（母子包括健康支援センター）の3類型がある。
正　母子保健型（母子健康包括支援センター）の3類型がある。

「児童家庭福祉論」テキスト p127　❶利用者支援事業 の6行目

テキスト p48　2 ～ 3 行目の「バナードホーム」は、学習課題の問 8 の	
「バーナードホーム」と同一のものとなります。

「児童家庭福祉論」

誤 正

法　学 問49
保護観察所地域生活定着支援セ
ンターが～

保護観察所、地域生活定着支援
センターが～

社会学

問20
昭和 45（1970）年から平成 7
（2015）年の～

昭和 45（1970）年から平成
27（2015）年の～

問49
総合的、協働的過程を重要視す
る実践の～

統合的、協働的過程を重要視す
る実践の～

学習課題設問文



4 修了テストの実施について

（１）実施方法

①対象者（下記の要件①～③をすべて満たす修了見込者）

※	上記要件を満たさない方にもテストが送付される場合がありますが、受験対象とはな
りません。

②修了テスト問題の送付と提出期限
2022年２月末までに、修了テスト問題、解答用紙、提出用封筒、クリアファイルをお
送りいたします。2022年３月1日（火）～3月 15日（火）（消印有効）の期間内に解答用
紙を提出してください。

※３月に入っても修了テスト問題等が届かない場合は、中央福祉学院（TEL：046 ー
858ー 1355にご連絡ください。

※受講者本人の長期疾病等の理由で、上記期限までに提出できない場合は、「答案提出期限
延期願」の提出により2022年３月 31日（木）まで期限を延期することが可能です。

（２）合格・不合格の通知

①合格の場合
合格者には、修了証書（2022年３月31日付）を４月上旬に発送いたします。
第３学期以降に、提出期限を延期したり再提出がある場合、修了証書の発送は５月以降と

なります。
※修了テストに合格されても、第３・４学期科目で不合格が確定した場合は本課程の修了は
できません。修了するためには、受講期間の継続手続きが必要となります（今年度継続受
講の方は次年度への継続はできません）。

②不合格の場合
修了テストで不合格と判定された方に対しては再テストを行います。
※３月末までに、再テスト用の書類等を発送いたします。

（３）修了証書の作成、送付にあたって

氏名に（旧字体や特殊文字など）がある場合
２月10日（木）までに中央福祉学院までご連絡ください。修了証書の再発行はできませ
んので、必ず事前にご連絡ください。

住所に変更がある場合
すみやかに『学習の手引』を参考に「登録内容変更届」を提出してください。

①第１・２学期の履修科目にすべて合格している
②第３・４学期（第４学期については「学習答案提出期限延期」が決定された方を含
む）の学習答案が提出されている

③スクーリング（映像受講）を修了している	
（映像受講のディスクを返却している（該当者のみ））

修了見込者

学習の手引

27-34ページ



社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院
〒 240-0197　神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44
TEL：046-858-1355　FAX：046-858-1356
HP：https://www.gakuin.gr.jp/

今年も残りわずかとなりました。今年は、本課程の学習で大きな位置を占
めるスクーリング（集合研修）が映像視聴による代替講義となり、残念に思
われた方も多かったと思います。今後もより良い学びの機会をご提供できる
よう努めて参ります。
1年間の通信課程もいよいよ最終盤を迎えます。皆様が無事修了され、よ
り一層のご活躍を心よりお祈りしております。今後とも、どうぞよろしくお
願いいたします。
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修了見込証明書について

次年度 （2022 年度）への受講継続について

職場等への証明が必要な場合、「修了見込証明
書」の発行手続きが必要です。

（１）対象者
未修了の科目（スクーリング含む）がある場合、
本年度の修了はできませんが、次年度１年間に
限り、受講を継続できます。
※今年度継続受講の方は次年度への継続はでき
ません。

（２）申請方法
継続受講を希望される方は、『学習の手引』を
ご参照の上、２月１日～２月末日までに受講期間

なお、修了見込証明書が発行できるのは前頁に
記載の「修了見込者」となり、発行は2022年
２月 20日以降となります。発行には２週間程
度を要しますので、ご入用の方はお早めにお手
続きください。

の継続手続きをお取りください。３月以降に不合
格の科目が出た場合には、その時点で手続きをお
取りください。手続きがない場合、本課程は修了
できませんのでご注意ください。

※受講継続前に修了テストに合格していた場合
でも、改めて次年度に修了テストを受けて合
格することが必要です。

学習の手引

34ページ

学習の手引

30-31ページ

まもなく第 4学期の答案提出と、本課程も
終盤に差し掛かっておりますが、段々と答案提
出に際してミスが増えています。改めて答案提
出における注意事項を確認してみましょう！

ミスしてませんか？ 答案提出

答案提出期限は
守っていますか？
すべての設問に解答（マーク）
していますか？

答案提出用封筒に還付先は
書いていますか？

答案用紙に氏名・生年月日・学籍番
号の記載・マークはしていますか？

答案用紙には鉛筆（シャープペ
ンシル）で記入していますか？

答案は 4 枚すべて
入っていますか？

切手（15 ～ 25 円）は
貼付していますか？

ちょっと
待った！


